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掛川市規則第９号

掛川市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成３１年３月２２日

掛川市長

（別紙）
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掛川市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

掛川市児童福祉法施行細則（平成17年掛川市規則第79号）の一部を次のように改正する。

第18条第２項中「前項に規定する額」の次に「（以下「費用額」という｡)」を加え、「決定し、

又は変更したとき」を「決定したとき」に、「徴収額決定（変更）通知書」を「費用額決定通知

書」に改める。

第19条の見出しを「（費用額の変更）」に改め、同条第１項中「前条の規定にかかわらず、費用

を徴収しない」を「費用額を変更することができる」に改め、同項中第２号を第３号とし、第１号

の次に次の１号を加える。

(2) 災害等により生活が著しく困難となり、費用の徴収が困難であると認めるとき。

第19条第２項中「不徴収事由申告書」を「費用額変更事由申告書」に改め、同条第３項を次のよ

うに改める。

３ 市長は、第１項の規定により費用額を変更したときは、費用額変更通知書（様式第37号）によ

り納入義務者に通知するものとする。

様式第37号中「第18条関係」を「第18条、第19条関係」に、「徴収額決定（変更）通知書」

を「費用額決定（変更）通知書」に、

「
費 用 徴 収 額 年 月 日から月額 円

」

を

「
費 用 額 年 月 日から月額 円

」

に改める。

様式第38号を次のように改める。
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様式第38号（第19条関係）

費用額変更事由申告書

年 月 日

（あて先）掛川市長

住 所

申告者

,氏 名

掛川市児童福祉法施行細則第19条第２項の規定により、次のとおり申告します。

氏名 生年月日 年 月 日

申込者

住所

該 当 年 月 日 年 月 日

費用額の区分 □ 障害福祉サービス □ 助産の実施 □ 母子保護の実施 □ 保育

１ 措置を受けている者又はその扶養義務者が失業、疾病等により著しく

所得が減少し、費用の負担が困難である。

２ 措置を受けている者又はその扶養義務者が災害等により生活が著しく

困難となり、費用の負担が困難である。

該 当 区 分 ３ その他特別な理由

（注）

１ 費用額の区分の欄は、該当する項目にレ印を付けてください。

２ 該当区分の欄は、該当する番号を○印で囲んでください。また、３に該当する場合は、具

体的な理由を記入してください。

３ 費用額変更の事由を証する書面を添付してください。
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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